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議案第８４号 

 

渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１１月２６日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例 

第１条 渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３１

年渋谷区条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２０」に改める。 

別表第１中「９３万５００円」を「９６万１，２００円」に、「７７万６，３０

０円」を「８０万１，９００円」に、「６５万１，５００円」を「６７万３，００

０円」に、「６２万８，２００円」を「６４万８，９００円」に、「６１万７，８

００円」を「６３万８，２００円」に改める。 

第２条 渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第６条第３項中「種類」を「種目」に、「車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行

雑費」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」に、「

副区長相当額」を「額」に改め、同項ただし書を削る。 

第７条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２１７．５」に改める。 

 

附 則 

１ この条例中第１条の規定は令和７年１２月１日から、第２条の規定は令和８年４

月１日から施行する。 
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２ 改正後の第６条の規定は、令和８年４月１日以後に出発する旅行から適用し、同

日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

 

 

（説明） 

議員報酬の額の改定等を行うため、条例の一部を改正する必要があるので、この案

を提出する。 


